
 

 

 

宅地建物取引業法令等の改正等 

について 

 

〜 免許申請手続、業者票と従業者名簿、閲覧制度、 

専任の宅地建物取引士の専任性ほか 〜  

  

 

 

東京都 住宅政策本部 民間住宅部 不動産業課 

 



 

 

宅建業の免許申請・届出 様式の変更  

（宅地建物取引業法施行規則の改正 令和７年４月１日施行） 

 

➣主な変更箇所    
 

＊役員・政令で定める使用人（専任の宅地建物取引士は除く）の 

「略歴書」の記載事項から、住所・電話番号・生年月日が削除  

←「代表者等の連絡先に関する調書」（新規）の作成が必要  
 

＊様式の名称変更等    
 

・リンク先：宅地建物取引業免許申請の手引 ☜新様式のダウンロードはこちらから 
 

  

         

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/application/491menkyo00


 

 

従業者名簿・標識（宅地建物取引業者票）様式の変更  

（宅地建物取引業法施行規則の改正 令和７年４月１日施行） 

 

➣変更箇所  

＊従業者名簿  

  ・性別・生年月日 ➡ 記載事項から削除   

＊標識（宅地建物取引業者票）第９号様式  

 ・「この事務所の代表者氏名」が追加  

  ・専任の宅地建物取引士の「氏名」に代わり「人数」を表示  

・従事者数を表示 

  

・リンク先：従業者証明書・従業者名簿の記入例(東京都住宅政策本部) ☜新様式の記入例  

・リンク先：業者票等の様式(国土交通省)  ☜新様式  

 

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/juutakuseisaku/employee-2025
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000176.html
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000176.html


 
 



 



  

＜ 事務所で必要 ＞ 

 

・標識（業者票）☜掲示  

・報酬額表 ☜掲示  

   ･･･リンク先 (国土交通省)  

・従業者名簿  ☜備え付け  

・従業者証明書 ☜従業者が携帯  

 

＜ 申請書に添付する書類 ＞ 

 

 

 

 

・従事する者の名簿  

   ･･･リンク先 (免許申請の手引)  

  

                     

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000266.html
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/application/491menkyo00


   
 



 
 

 



 

 

宅建業の免許申請・届出 添付書類  

（令和 6 年 5 月 25 日以降受付の提出書類から実施済） 

 

＊専任の宅地建物取引士  

➡「身分証明書」・「登記されていないことの証明書」は提出不要（略歴書は必要） 

      

 

＊専任の宅地建物取引士以外  

（代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、政令使用人、会計参与、 

相談役、顧問の全員） 

 ➡「身分証明書」・「登記されていないことの証明書」も提出必要  

 

＊宅地建物取引士が欠格事由に該当することとなった場合、 

免許行政庁に届出する義務あり（宅地建物取引業法第 21 条第 2 号及び第 3 号）  

 



 

 

宅建業の免許申請・届出 添付書類   

 

＊事務所の写真  

 ➡事務所と異なるフロアの共用部写真の添付が原則不要に  

（令和５年３月から実施済） 
 

・リンク先：宅地建物取引業免許申請の手引  

☜事務所のあるフロアの共用部や事務所内の写真の撮り方等について事例を掲載  

 

 

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/application/491menkyo00


 

 

宅建業の免許申請・届出 押印の廃止   

（東京都規則改正 令和 3 年 3 月 1 日公布・施行） 

 

＊廃業等届・債権の申出の有無等に関する証明申請書 

➡押印の廃止に伴い印鑑登録証明書の添付が不要に  

 ・リンク先【廃業等届出書の作成】（［PDF］1.56MB） ☜ご確認ください  

  ・リンク先【営業保証金の取戻し手続き】（［PDF］1.27MB） ☜ご確認ください  

＊一部の第三者が事実を証明するための書類には押印が必要な場合あり 

➡例：非常勤証明書・出向証明書・レンタルオフィス証明書等  
 

※ なりすまし等の防止のため、窓口受付で、本人確認書類の提示等をお願いする場合 

   があります。    
 

本人確認書類の例  

運転免許証、パスポート、宅地建物取引士証等（法人の場合は、印鑑証明書も可） 

 

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/juutakuseisaku/takken_menkyo30
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/juutakuseisaku/takken_menkyo31


 

 

宅地建物取引業の免許申請・届出 オンライン化  

（令和 7 年 1 月 6 日から実施済み）  

 

「国土交通省手続業務一環処理システム（eMLIT）」を利用して電子申請が可能に  
 

・リンク先：e MLIT（国土交通省手続業務一貫処理システム）☜申請はこちらから 

☜ご利用には、eMLITアカウントの取得が必要（初回申請時のみ） 

詳細は、国土交通省ホームページをご確認ください。 
 

・リンク先：免許申請・届出における電子申請の注意事項等について ☜ご確認ください 
 

★ eMLIT では手数料の納付機能がないため（宅建士登録等の一部の手続きを除く）、 

当面の間、電子納付は行えません。   
 

➡更新免許申請、免許換え申請に伴う手数料の支払いは、  

これまでどおり直接窓口に来ていただくか、郵送（現金書留）いただく必要があります。 
 

https://e.mlit.go.jp/GuestPortal?ec=302&startURL=%2Fs%2F
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00062.html
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/application/491menkyo00-denshishinsei


 

 

「専任の宅地建物取引士」の副業について 

（令和 6 年 11 月 1 日からの申請受付より実施済み） 

 

 

 

＊専任の宅地建物取引士につき、次の①及び②を確認できる場合  

①宅地建物取引業を営む事務所において通常の勤務時間に常勤し（常勤性） 

②専ら当該事務所に係る宅地建物取引業の業務に従事していること（専従性） 

     

 

＊通常の勤務時間外（夜間や休日など）の副業を原則認める（審査あり）  

＊なお、免許の要件における「事務所の形態」については現行どおり   

・リンク先：「専任の宅地建物取引士」の副業について ☜詳細はこちらを  

 

 

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/juutakuseisaku/takken_sidejob-1-


 

 

宅建業における業務委託への東京都の考え方  

 

 

 

 

★ 宅建業行為を業務委託先（業務受託者）に行わせることは 不可   

 

【理由】 

・従業者は免許業者と指揮命令関係があることが必要   

  ⇔ 業務委託（外注）では、委託者は受託者に対し、指揮命令権を持たない 

 ・委託者は名義貸し（法第 12 条違反）、受託者は無免許事業等（法第 13 条違反）の恐れ  

 ・業務委託や請負としながら、実際は指揮命令関係が存在する場合  

  ➡ 偽装請負等（労働者派遣法違反・職業安定法違反）  

 



 

 

営業保証金取戻し公告済届出書 添付書類変更  
 

＊官報が電子化（官報の発行に関する法律 令和７年４月１日施行） 

➡「営業保証金取戻し公告済届出書」の添付書類に、 

ＷＥＢ画面からダウンロードした官報データを印刷して添付 

・リンク先：官報発行サイト （令和７年４月１日開設） 

・行政機関の休日を除き、毎日午前８時 30 分に発行 

（緊急時に発行される「特別号外」は、日時を問わず発行）  

・官報発行サイト上で官報全体を閲覧・ダウンロード可  
 

＜営業保証金取戻し公告済届出書の必要書類＞  

①営業保証金取戻し公告済届出書（第７号様式）正本１部・副本１部【現行どおり】 

②官報の電子データをダウンロードして印刷したもの１部・写 

（当該業者が掲載されている１ページで可）１部 【変更後】  

・リンク先：宅地建物取引業免許申請の手引 ☜このページ中段 52～54 ページ参照  

  ＞ リンク先：52〜54 ページ  

https://www.kanpo.go.jp/
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/application/491menkyo00
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/juutakuseisaku/takken_11-4-2-pdf


 

 

宅地建物取引業者名簿の閲覧 １  
 

・対象の業者：都内に本店の所在する宅建業者（都知事免許・大臣免許）のみ  

・閲覧手数料：1 業者につき 300 円  
 

➣閲覧対象書類の変更                                ✖ 略歴書(専任の宅地建物取引士) 

・令和 7 年 4 月 1 日以降に受け付けた申請・届出  

  ・宅地建物取引業者名簿      ・略歴書（代表者、役員、政令使用人） 

  ・専任の宅地建物取引士設置証明書 ・宅地建物取引業経歴書  

・決算書の写し（法人の場合）   ・資産の状況を示す書面（個人の場合）  

・令和 7 年 3 月 31 日以前に受け付けた申請・届出  

   個人情報が記載された書類（相談役・顧問、株主の名簿、略歴書等）を除き、 

従来どおりの書類を閲覧可  
 

➣電子閲覧の開始について  

・令和 7 年 4 月 1 日以降に受け付けた 新規又は更新免許業者の申請・届出 ➡ 電子閲覧可 
・令和 7 年 3 月 31 日以前に免許を受けた 業者の申請・届出 ➡ 対象外（窓口閲覧のみ） 

令和 7 年 4 月 1 日以降に受付でも 更新申請前の変更届は  ➡ 対象外（窓口閲覧のみ）  

・リンク先：e MLIT（国土交通省手続業務一貫処理システム） ☜申請は、こちらから  

https://e.mlit.go.jp/GuestPortal?ec=302&startURL=%2Fs%2F


 

 

宅地建物取引業者名簿の閲覧 ２  

 

➣閲覧申請に際しての注意事項  

・閲覧したい業者が、「電子閲覧」「窓口での閲覧」のどちらの対象かを要確認 

➡・リンク先：国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」 

☜ 検索結果画面の「商号又は名称」欄の事業者の後に・・・  

・「※」がある場合 →「電子閲覧」の対象 → eMLIT から申請  

・「※」がない場合 →「窓口での閲覧」の対象 → ★要予約（03-5320-5072） 

・「閲覧の手引き」➡ ・リンク先：電子閲覧  ・リンク先：窓口での閲覧  

 

➣閲覧窓口：新宿区西新宿 2-8-1 東京都庁第２本庁舎 3 階北側 不動産業課内  

閲覧日時、予約受付時間：都庁開庁日 9 時〜17 時（12 時〜13 時を除く） 

      予約電話 ０３－５３２０－５０７２   

 

 

 

https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/takkenKensaku.do
https://e.mlit.go.jp/GuestPortal?ec=302&startURL=%2Fs%2F
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/juutakuseisaku/2025-05-29-190108-214
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/juutakuseisaku/2025-05-29-190300-885


 

 

レインズの機能強化  

 

 

➣「ステータス管理機能」導入（平成 28 年～）    

☜ 物件の売主や他の宅建業者が、当該物件への取引の申込み状況を確認できる  

➣宅地建物取引業法施行規則改正：レインズ登録事項の追加（令和７年１月１日施行） 

 ・宅建業者に対して、レインズへの 物件の取引の申込みの受付に関する状況についても 

  登録を義務付け  

☜ 売主が、自らの物件の取引の申込み状況を確実かつ簡単に確認できるよう、  

➣登録証明書（宅建業者から売主に交付）に２次元コードを掲載    

☜ 売主専用画面へのアクセスを向上   

 

・リンク先：レインズの「ステータス管理機能」リーフレット ☜ご参照ください。   

 

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001854004.pdf


 

（国土交通省ＨＰから） 

 

 



 



 

お問い合わせ先 １  

 

◆東京都 住宅政策本部 民間住宅部 不動産業課 免許担当 

（都庁第２本庁舎３階）  

月〜金曜日（祝日・年末年始を除く）  

・窓口受付 午前 9 時 〜 午後 5 時  

・電  話 午前 9 時 〜 午後 5 時 30 分   

 

③窓口 直通 ０３－５３２０－５０６４   

・新規免許申請・都知事免許への 免許換え申請   

（★他道府県知事免許･国土交通大臣免許へ免許換え申請 ➡ 移転先の道府県･地方整備局等へ） 

・営業保証金の供託済届出・営業保証金の取り戻し手続き  

 

⑤窓口 直通 ０３－５３２０－５０６５   

 ・更新免許申請・変更等届出・廃業届出 

・他道府県知事免許・国土交通大臣免許への 免許換え申請に伴う変更等届出  

 

  



お問い合わせ先 ２  

 

◆東京都 住宅政策本部 民間住宅部 不動産業課 指導相談担当（都庁第２本庁舎３階） 

 電話相談 月〜金曜日（祝日・年末年始を除く） 

午前 9 時 〜 午後 5 時 30 分   

直通 ０３－５３２０－５０７１ 

・不動産取引に係る宅地建物取引業法の解釈について   

   例 レインズ登録 媒介契約 重要事項説明義務 等  

 

 講習会でご視聴の方は、アンケートへのご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 


